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１.対応方針案の策定

※概略計画案の選定、選定した概略計画案を実施するにあたっての
配慮・留意事項を併せて『対応方針案』として策定する。
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１－１ 概略計画案の選定

（２）概略計画案の選定

１.企業活動を支え災害時にも機能する道路を早期に実現する
（理由）
○産業集積地にあって、高速道路へのアクセスに時間を要し、新たに整備される新名神高速道路等の
機能を十分に活かすことができない状況にあり、企業活動や新たな企業誘致等を支援するために高
速道路への所用時間を短縮し、定時性を確保する道路整備が必要。

○南海トラフ巨大地震発生時に沿岸部にて津波等による甚大な被害が想定されるなか、沿岸部の人口・
産業の集積地と内陸部の高速道路を結ぶ、災害に強い東西軸の道路整備が必要。

○アンケートやヒアリング、１００人協議会等においても、産業を支え、災害時にも機能する道路の
早期整備が必要という意見が多く、政策目標を早期に実現できる道路が望まれている。

２.ルート１市街地北部ルートを基本として検討する
（理由）
○ルート１市街地北部ルートは、ルート２市街地通過ルートに比べ、
・全ての政策目標の達成が見込まれ、「１．工業製品出荷額等日本一の産業を支える道路基盤の充
実」「３．災害時にも社会経済活動を持続し地域の持つポテンシャルを早期復元できる道路機能
の強化」に特に優れている。

○アンケートやヒアリング、１００人協議会等においても、産業を支え、災害時にも機能する道路の
早期整備が必要という意見が多く、政策目標の達成が見込まれるとともに、コストが安く、整備効果
の発現が早期に見込める点で特に優れている。

○生活環境への影響については、市街地・集落等を概ね回避するものと予測される。





（２）その他

○沿岸部等との連携強化を目的として将来は国道２３号までの延伸を検討する。

○インターチェンジの配置については、鈴鹿市、亀山市等の意見を踏まえて、他の幹線道路との乗り継ぎ
を円滑にすることや市街地からのアクセスが良いことを重視して設置すると共に、アクセス道路の整備
についても併せて検討する。

○鈴鹿亀山道路の防災対策や渋滞対策等の整備効果をより多く発現するため、今後実施する具体の検討に
際し、関係機関と連携して周辺道路と一体となった検討を別途進める。

○自然環境や重要な史跡等への影響については、ルート帯に含まれるため、できる限り影響が出ないよう
配慮し、道路計画の検討を進める。

１－２ 選定した概略計画案を実施するにあたっての配慮・留意事項
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